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 平成３１年 ３月１３日 

                         環 境 局 

                            循環社会推進部施設課 

日明工場建替事業について 

（北九州市公共事業評価に伴う市民意見募集結果） 

１ 事業概要 

本市では市内および周辺自治体で発生するごみを３カ所のごみ焼却工場（日明工場、皇后崎工

場及び新門司工場）において処理している。 

そのうち、日明工場は平成３年の稼働開始以来、老朽化が進行していることから建替えを行う

ことにより、市の責務である一般廃棄物の安定的な処理体制を継続的に確保し、市内の生活環境

の保全及び公衆衛生の向上を図るものである。 

（１）事業箇所 

小倉北区西港町９６番地２号 

（２）事業費 

約 310億円 

（３）事業方式 

ＰＦＩ（ＢＴＯ方式＝Build・Transfer・Operation） 

          民間が施設設計・建設を行い、完成後、市に所有権を移し、運営維持管理（20年間） 

までを民間事業者が一括して受け持つ方式。 

（４）施設規模 

508ｔ／日 

（５）焼却方式 

ストーカ式 

（６）事業スケジュール（予定） 

     2019年度：入札公告 

2020年度：事業契約 

2021年度：着工 

2025年度：供用開始 
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２ これまでの経緯 

（１）平成28年 7月15日 北九州市公共事業評価に関する検討会議（事前評価１） 

事業の必要性、計画の推進について承認。 

  （２）平成28年 12月～平成30年３月 新日明工場建設技術検討会（全５回） 

       市内部の技術検討会で新工場の規模、焼却方式および事業方式等について検討。 

（３）平成3０年12月 17日 北九州市公共事業評価に関する検討会議（事前評価２） 

事業の規模、経済性等について承認。 

３ 市民意見の募集結果 

（１）意見募集期間 

平成 31年１月29日（火）から２月22日（金）まで（25日間） 

（２）意見提出状況 

提出者 3人 

   提出意見数 ９件 

（３）提出された意見の内訳 

項 目 件 数 

事業の必要性に関するもの ２ 

災害対応に関するもの １ 

広域的処理に関するもの １ 

事業内容に関するもの ３ 

事業背景・経緯に関するもの １ 

その他（産業廃棄物について） １ 

合 計 ９ 

４ 提出された市民意見の概要及びこれに対する本市の考え方 

（１）事業の必要性に関するもの・・・２件 

意見の概要 本市の考え方 方針・計画へ

の反映 

新日明工場の新設は必要であり、イン

フラ整備は最低条件であることから、

一貫性を持ち新設する事を望む。 

安定したごみ処理が継続でき

るよう事業の推進に努めま

す。 

当初計画に

反映済み 

ごみ処理は、市民生活に絶対欠かせな

い重要な市民サービスであり、今回の

ような処理施設の更新は、積極的かつ

計画的に進めなければいけない。 



3 

（２）災害対応に関するもの・・・１件 

意見の概要 本市の考え方 方針・計画 

への反映 

災害時にも対応できる余力は十分に持

つべきである。 

市民生活を災害やトラブルの危機から

守るためにも、今の３つの工場がお互

いを補完し合う体制は必要だと思う。

今後も安定処理を継続するた

め、処理体制の強靭化に努め

ます。 

当初計画に

反映済み 

（３）広域的処理に関するもの・・・１件 

意見の概要 本市の考え方 方針・計画 

への反映 

北九州市は地域のリーダー都市とし

て、周辺自治体のごみも引き続き積極

的に受け入れるべきだと思う。 

そして、発生したエネルギーを市民に

還元できれば、まさに環境未来都市と

いえるのではないか。 

今後も「北九州都市圏域」の

中核都市として、引き続き広

域的処理に貢献していきま

す。また、焼却の際発生した

熱により廃棄物発電を行い、

売却した電力は電力会社を通

して市民等に供給されます。

当初計画に

反映済み 

（４）事業内容に関するもの・・・３件 

意見の概要 本市の考え方 方針・計画 

への反映 

処理能力が既存工場600ｔ/日に対し

て新工場は508ｔ/日とある。能力が

約100ｔ減っているなかで「安定処

理」が出来る根拠はあるのか。 

近年のごみ量実績および環境

局循環型社会形成推進基本計

画に掲げる１人当たりのごみ

排出量削減目標値から将来ご

み量を推計し、新工場に必要

な施設規模を算定した結果、

508ｔ／日となりました。 

（調書8、9、14ページ） 

当初計画に

反映済み 

市内からの発生量が全量無理なく処理

できる数値的根拠が見受けられない。

508ｔの処理能力で100％稼働とし

て、年間250日以上の稼働をしなけれ

ば、平成28年実績の処理量は賄えま

せん。新工場の年間稼働日数はどのよ

うに計画されているのか。 

ごみ処理施設整備の設計計画

要領に基づき、処理能力算定

における年間稼働日数は280

日で計画しております。 

（調書14ページ） 

当初計画に

反映済み 
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（５）事業背景・経緯に関するもの・・・１件 

意見の概要 本市の考え方 方針・計画 

への反映 

『平成１３年には３Ｒとグリーン購入

に至るまでの総合的な取り組みを基本

とする「循環型」に発展させ、循環型

社会の構築に向けた様々な取り組みを

進めてきた。このような中、持続可能

な社会の実現に向け、従来の「循環型」

の取り組みに「低炭素」、「自然共生」

の取り組みを加え』とありますが、計

画や取り組みがどの様に実社会に反映

しているのかが見えない。 

本市は、プラスチック製容器

包装等の資源化物の分別回

集、古紙・古着の集団資源回

収、食品ロスの削減を目指し

た「残しま宣言」運動等によ

り、ごみの減量化・資源化に

取り組んでいます。また、ご

み処理にあたっては、焼却工

場での省エネ対策・廃棄物発

電等を通じて、エネルギーの

有効活用を図っています。こ

れらの取り組みは、廃棄物の

適正処理だけでなく、温室効

果ガスの削減を通じて、低炭

素・自然共生に貢献するもの

です。このような取り組みを

より一層、市民の皆さんへ情

報提供してまいります。 

―

（６）その他の意見・・・１件 

意見の概要 本市の考え方 方針・計画 

への反映 

事業目的に「北九州市における一般廃

棄物の安定処理を行う。」とあります

が、産業廃棄物の受け入れに関しては

どうか。 

従来通り、条例に規定する産

業廃棄物は受け入れることと

しております。 

（北九州市廃棄物の減量及び

適正処理に関する条例第21

条に規定する、市が一般廃棄

物と併せて処理する産業廃棄

物） 

―


